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オーストラリア：通報者保護法制に対応するガバナンス体制の構築 

 

2023 年 4 月吉日 

 

One Asia Lawyers  

オーストラリア・ニュージーランド事務所 

 

１． はじめに 

オーストラリアにおける公益通報者保護に関する法令は、会社法（Corporations Act 2001 (Cth)）

の Part 9.4AAA（以下、「本法令」）に定められています。本法令の適用要件等については、弊所ニュ

ーズレターにてご紹介しています（https://oneasia.legal/7138、https://oneasia.legal/7258）。 

 

2023 年 3 月 2 日に、管轄当局であるオーストラリア証券投資委員会（ASIC：Australian Securities 

＆Investments Commission）は、オーストラリア企業による本法令の遵守状況を調査し、内部通報

を管理するための手本ととなるガバナンス体制の事例についてまとめた報告書を発表しました

（https://download.asic.gov.au/media/wsjegua5/rep758-published-2-march-2023.pdf）。 

本稿では、ASIC の報告書において推奨される各企業が本法令を遵守するために構築すべきガバナ

ンス体制について解説します。 

 

２． 推奨されるガバナンス体制 

 

 オーストラリア企業が実際に取り入れているガバナンス体制の事例として、具体的には、以下のよ

うな対策が取られています。 

 

① 責任者の任命 

 公益通報者保護の社内通報窓口および責任者を設置することは多くの企業で取り入れられ

ている対策の一つです。通報者保護制度の総責任者のほかに、通報者の身元等の保護対象と

なる機密情報の取り扱いの責任者、報復行為とみなされる行為が行われないように監督する

責任者といった役割ごとの任命も見受けられます。また、利益相反の疑いのある場合の代替

の責任者・窓口を設けている企業も見受けられます。 

 

② 社内規則・手順の策定 

通報者とのコミュニケーション、事実調査および決定判断の方法について詳細に規定した

ワークフローを作成し、有事の際の社内手順をストリームライン化することは、通報の処

理、調査および評価について、人的ミスを低減し、個人のスキルや経験に依拠することなく

一貫性のある対応をとるために重要といえます。 

 

具体的には、以下を含む規則・雛形の作成が挙げられます。 

https://oneasia.legal/7138、https:/oneasia.legal/7258
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• 社内ポリシーの作成（対象となる通報の範囲、通報を受けた場合の対応、社内での

報告手順、その他本法令の特にポイントとなる情報を記載） 

• 理解しやすい図を使った通報受信から解決までのフローチャート 

• 機密情報の取り扱いに関するガイドライン 

• 報復行為とみなされるリスクのある行為の事例一覧 

• 報告書テンプレート 

• 同意書 

• 通報を受けた場合の受け答えの雛形 

 

③ 外部サービスプロバイダーの活用 

大多数の企業において、社内窓口の設置のみでなく、外部窓口が設置されています。一般

的に、法律事務所等の本法令に精通した専門家をが外部窓口として利用する企業が多く見受

けられます。また、保護の対象となる機密情報の管理について、第三者サービスプロバイダ

ーの提供するソフトウェアを利用した管理システムを使用している場合も少なくありませ

ん。 

 

④ 社内での窓口の周知 

 社内・社外窓口の存在を社内のすべての従業員に対して周知することは、適切な人物へ通

報がなされ、本法令に則った情報の取り扱い、調査・評価といった対応をとるために必要不

可欠といえます。社内での周知は、すべての従業員に対して、メール、イントラネット、社

内ポスター、E ラーニング、セミナー等のあらゆる手段を用いて、定期的に行うことが推奨

されます。また、質問票を使い定期的な周知度調査を行うことも、コンプライアンスリスク

を低減するうえで役立つツールの一つとして用いられています。 

 

⑤ 通報を受ける立場の役職へのトレーニング 

社内窓口として決められた者以外にも、本法令において適格受領者（Eligible Recipients）

に該当する人物が通報を受けた場合には、本法令に基づく通報があったとみなされ、本法令

に基づく各種義務の適用対象となります。具体的には、取締役・秘書役・その他オフィサー

（会社の決定の過程に参加する者や会社の決定に影響力を持つ者）、上級管理職（事業の全

部または重大な部分に影響する決定に参加する者）を含みます。そのため、取締役や経営管

理層が、本法令における義務および通報を受けた場合の対応方法について理解しておくこと

は非常に重要といえます。 

 

⑥ 通報について調査する立場のスタッフへのトレーニング 

 上記⑤い記述する役職の他に、会社が受領した通報に関する調査、情報管理およびその他

社内ワークフローの実務を行うスタッフに対し、情報管理、法令上の義務等のトレーニング

を行うことも重要といえます。 

 

⑦ 定期的な手順の見直し 
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上記の通り策定した社内手順が効率的かつ効果的に運用されているか否かをモニタリング

し、必要に応じて定期的に見直しを行うことは、本法令の違反リスクを低減するうえで重要

です。また、従業員の通報者保護制度に対する満足度を調査し、その結果に基づいた改善策

を講じて窓口の利用を促すことで、あらゆる法令のコンプライアンス違反の摘発を未然に防

ぎ、または重度な違反となる前に対処することが可能となります。 

 

⑧ 取締役会での情報共有 

通報された情報、解決までの期間、頻度、質等の傾向を匿名化した情報として集計し、会

社のガバナンス体制を強化するためのツールとして取締役会や委員会等で利用する企業が多

く見受けられます。 

 

３． おわりに 

 

 公益通報者保護のためのガバナンス体制を構築することは、本法令の遵守のみでなく、社内

で顕在化していないあらゆる法令の違反行為を未然に防ぎ、または重度な違反となる前に是正

措置を行うために効果的といえます。オーストラリアの通報者保護法制はすべてのオーストラ

リア法人が対象となるため、未実施の企業は、早急に対応を進めることが推奨されます。 

 

◆ One Asia Lawyers  ◆ 

「One Asia Lawyers Group は、アジア全域に展開する日本のクライアントにシームレスで包括的なリーガルアドバイスを提

供するために設立された、独立した法律事務所のネットワークです。One Asia Lawyers Group は、日本・ASEAN・南アジ

ア・オセアニア各国にメンバーファームを有し、各国の法律のスペシャリストで構成され、これら各地域に根差したプラクテ

ィカルで、シームレスなリーガルサービスを提供しております。  

この記事に関するお問い合わせは、ホームページ https://oneasia.legal または info@oneasia.legal までお願いします。 

なお、本ニュースレターは、一般的な情報を提供することを目的としたものであり、当グループ・メンバーファームの法的ア

ドバイスを構成するものではなく、また見解に亘る部分は執筆者の個人的見解であり当グループ・メンバーファームの見解で

はございません。一般的情報としての性質上、法令の条文や出典の引用を意図的に省略している場合があります。個別具体的

事案に係る問題については、必ず各メンバーファーム・弁護士にご相談ください。 

 

One Asia Lawyers Group is a network of independent law firms created to provide seamless and comprehensive legal 

advice for Japanese and international clients across Asia. With our member firms in Japan, Southeast Asia, Oceania and 

other ASEAN countries, One Asia Lawyers Group has a strong team of legal professionals who provide practical and 

coherent legal services throughout each of these jurisdictions.  

For any enquiry regarding this article, please contact us by visiting our website: https://oneasia.legal/or email: 

info@oneasia.legal. 

This newsletter is general information for reference purposes only and therefore does not constitute our group member 

firm’s legal advice. Any opinion stated in this newsletter is a personal view of the author(s) and not our group member 

firm’s official statement. Please do not rely on this newsletter but consult a legal adviser or our group firm member for any 

specific matter or legal issue. We would be delighted to answer your questions, if any. 

＜著者＞ 

https://oneasia.legal/
mailto:info@oneasia.legal
https://oneasia.legal/
file:///C:/Users/LegalVision/Downloads/info@oneasia.legal
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加藤美紀  

弁護士法人 One Asia オーストラリア・ニュージーランド事務所 

豪州法曹資格を保有。One Asia Lawyers では、主にオーストラリア、ニュージーランド及びシ

ンガポールの企業法務全般について、契約書作成・審査、法令リサーチ、法務監査・契約交渉

のサポート等の業務を行う。 

本記事に関するご照会は右記までお願い致します。 miki.kato@oneasia.legal 

https://oneasia.legal/5401
mailto:miki.kato@oneasia.legal

